


ワンストップ特例申請書の提出について（申請の手引き） 

このたびは、吉田町へご寄附いただき、誠にありがとうございます。確定申告が不要となるワンスト

ップ特例制度をご希望される方は、１⑴⑵のいずれかの方法により申請をお願いいたします。 

１ 申請方法（さとふるアプリからオンラインワンストップ申請済の方は内容に変更が無ければ再度の申請は不要です。） 

⑴ オンラインによる申請 

表面の申請書下部の QR コードから申請してください。 

⑵ 紙による申請 

必要内容の記入、書類貼付の上、同封の返信封筒により、２の申請期限までに吉田町企画課へ送付

してください。 

□ 表面の申請書に次の内容を記入 

① マイナンバーの記入 ② 適用に関する事項へのチェック 

□ 表面下部に③④をカード型に切り取り、貼付してください。 

③ 個人番号確認書類（次のいずれかのコピー） 

・マイナンバーカード（裏面）個人番号のある面 ・マイナンバー通知カード 

・個人番号が記載された住民票（住民票はＡ４のまま折らずに本書へ貼付） 

④ 本人確認書類（次のいずれかのコピー） 

・マイナンバーカード（表面） ・運転免許証 ・パスポート ・身体障害者手帳 

・精神障害者保健福祉手帳 ・療育手帳 ・在留カード ・特別永住者証明書 

書類貼付は表面の申請書下部にお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 確認書類の氏名・住所・生年月日・個人番号を確認できるようにしてください。 

※ 寄附翌年の 1 月 1 日時点の住所地と申請書に記載の住所地が本人確認書類と一致しているか必ずご確認ください。 

２ 申請期限 

寄附翌年の１月１０日まで（変更届も同じ）に、お手続きください。（オンライン含む） 

３ 注意事項 

 ⑴ 次のいずれかの方は特例が適用されませんのでご注意ください。 

① 確定申告をする方（医療費控除の申告、住民税の申告等） 

② ６団体以上にワンストップ特例を申請する方 

③ 寄附翌年の１月１日の住所地が申請書に記載された市町村ではなく変更の届出をされていない方 

  ④ 書類不備があり、町からの不備通知や連絡後に必要な手続きを行わなかった方 

⑵ ワンストップ申請の受付通知について 

 「ワンストップ特例受付完了通知」は、寄附申込時に登録されたメールアドレスへ通知いたします。 

※ さとふるアプリからのオンラインワンストップ申請の方はアプリ上のステータスを御確認ください。 

 
【提出及び問い合わせ先】〒421－0395 静岡県榛原郡吉田町住吉８７番地 吉田町企画課シティプロモーション部門 

TEL：0548-33-2135 E-MAIL：furusato@town.yoshida.shizuoka.jp 

③④の各書類は表面申請書下部にカー

ド型に切り取り貼付願います。 

※QR コード上に貼付いただいて問題ご

ざいません。 

※住民票は裏面に貼付してください。 

③ ④ 


